
１２  航空連合 2005-2006産業政策提言 

 [1] 航空保安 

万全なテロ対策を目指して、更なる努力が必要 
 

1999年7月、到着ロビー

の受託手荷物受取場から凶

器を隠し持って出発ロビー

に逆流した犯人が全日空機

をハイジャック、操縦室内

に侵入した犯人の凶行によ

り機長が殉職するという痛

ましい事件がありました。

この事件の原因として、国、空港設置管

理者、空港ビル事業者、航空事業者の責

任範囲のあいまいさが、それぞれの危機

管理意識の低さにつながったことが指摘

され、航空保安態勢のあり方を根底から

揺るがす事態となりました。 

しかし、当時の運輸省の対応は、受託

手荷物受取場から出発ロビーへの逆流を

防止する措置や外部からの投書に対する

対応マニュアルの策定などの対処療法に

止まり、航空保安対策にかかわる各主体

の責任範囲の明確化という根本的な問題

については手をつけずじまいでした。 

 

こうした中、2001 年 9 月、米国で同

時多発テロ事件が発生し、世界の航空関

係者を震撼させました。自爆を前提にし

たテロ事件は、航空保安の前提を根底か

ら覆すことになり、各国で新たな航空保

安対策が進められることになります。特

に米国では、テロ後、民間航空保安を担

当する専門機関として、国土安全保障省

に TSA （ Transportation Security 

Administration ＝ 運輸保安庁）を設置

するとともに全空港の保安検査員を連邦

職員（国家公務員）とし、保安検査の責

任が国にあることを明確にしました。 

一方日本では、フェーズＥの常態化、

コクピットドアの強化、インライン検査

システムや液体物検査装置の導入などの

対策を講じてきました。また、2004 年

12 月からはシーアイランド・サミットで

の合意を受け警乗制度が導入され、航空

保安体制の強化は図られてきました。し

かしながら、国土交通省は依然、「航空

保安は航空事業者の責任」というこれま

でのスタンスを変えるには至っていませ

ん。 

 

Part Ⅱ 航空安全政策 

9.11 テロを風化させてはなりません。国は航空保安

の一義的な責任を負い、旅客・荷主の責任を明確化

すべきです。 

問

題

点 
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新しい航空保安体制の定着と 

確実な運用 

航空連合は、航空保安については国が

一義的に責任を持ち、航空運送事業者だ

けでなく国・空港管理者をはじめ、旅客・

荷主までの関係する各主体が負うべき義

務を明確にし、各々が責任を持って、役

割を果たしていく体制を規定した航空保

安法の制定を目指し、これまで民主党、

衆議院法制局、国土交通省、定期航空協

会と協議を重ねてきました。 

 

この議論の過程の中で国土交通省とし

ても、国、空港管理者、航空会社など、

空港保安対策を実施する各主体の関係が

体系的に位置付けられていないという問

題認識を持ち、国際民間航空条約第 17

付属書に基づく「国家民間航空保安プロ

グラム」の策定を行いました。このプロ

グラムは、国、空港管理者、航空会社な

どの関係者の役割分担を明確化したもの

です。また併せて、通達などを根拠に実

施している航空保安対策の確実な実施を

図るため、保安措置の根拠を法令上明確

化（航空法施行規則の改正）しました。 

また、国による財政支援の面でも、航

空保安に充てられる予算は、2003 年度

40 億円、2004 年度 73 億円、2005

年度 102 億円と年々拡充されています。 

 

2005 年 7 月には、英国で地下鉄テロ

が発生するなど、テロの脅威は高まり、

航空保安体制の強化は喫緊の課題と言え

ます。国家民間航空保安プログラムに準

拠した新しい航空保安体制は、2005 年

4 月より運用が開始されており、新体制

の定着と確実な運用が求められます。 

 

運用のフォローと 

法制化の必要性 

国家民間航空保安プログラム自体に国

の役割が明記されているものの、航空法

そのものには航空保安に関する国の責任

が明記されていません。また、航空会社・

空港管理者など関係者の責任は明確に

なっているものの、旅客・荷主という利

用者の責任は記載されて

いません。 

更に、空港ターミナルビ

ル事業者やテナントは直

接法の縛りを受けないた

め、的確な運用がなされて

いるか注視が必要です。 

 

2005年9月にＩＣＡＯの監査が行わ

れました。この監査は「国家民間航空保

安プログラム」の運用状況の監査であり、

航空連合としても状況の点検を行ってい

きます。 

監査結果に加え運用上の問題点を把握

し、プログラム自体の不足点も加味した

上で、引き続き航空保安法制定に向けた

取り組みを継続していきます。 

 

また、保安体制の維持・強化にかかる

費用については、国の財政支援額が拡充

されているものの十分とは言えず、国の

責任において航空保安体制を強化すると

いう観点から、更なる支援が求められま

す。 

 

 

「航空保安法」を制定し、国の責任としてテロの再発

を防ぐ必要があります。 
提

言 

＜航空保安法（仮称）＞ 

 

  国   ⇒ 一義的責任 

・ 保安検査の基準策定 

・ 検査機器の設置、更新 

・ 検査員の公的資格化 

・ 検査費用の全額負担 

空港設置管理者 

・ 国の基準に従い、国に協力 

・ 空港ビルも空港設置管理者に協力 

 航空事業者 

・ 保安検査を適切に実施 

・ 禁止された物品の搭載、禁止された人物の搭乗を拒絶 

 旅客・荷主 

・ 法に基づく国や航空事業者の指示に従う 

・ 保安検査を受ける 
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 [2] 空域と管制方式 

民間機を最優先に空域を抜本的に再編すべき 
 

2001 年 1 月 31 日、

静岡県焼津市沖の駿河湾上

空で JAL907 便と JAL9

52 便が異常接近し、907

便の乗客・乗務員 100 名

が重軽傷を負うというニア

ミス事故が発生しました。 

航空・鉄道事故調査委員

会が2002年7月13日に発表した最終

報告書では、「管制官が便名を取り違え

て指示、パイロットも TCAS（航空機衝

突防止装置）の指示と逆の操作をした」

など、いくつかの要因が複合的に関与し

て事故につながったと指摘しています。 

再発防止策として事故調査委員会は、

ICAO（国際民間航空機関）に「パイロッ

トは例外的な場合を除きTCASの指示に

従う」との原則を国際ルールに盛り込む

よう勧告しました。 

 

ニアミス発生の背景には、複雑な日本

の空域と管制方式の問題があります。し

かし、今回の再発防止策では、空域、管

制方式の問題について、抜本的な解決が

図られたとは言えません。 

 

日本の空は、民間機の航空路と自衛

隊・米軍の訓練・制限空域とが隣接して

いるため、民間機のルートが多くの制約

を受けています。 

現在の空域（左図）は、1971 年に雫

石上空で発生した全日空機と自衛隊機の

衝突事故を契機に、民間空域と自衛隊訓

練空域を完全分離するために見直された

ものですが、その後の航空交通量の飛躍

的な増加や、民間機・航行援助施設の技

術革新・性能向上などに伴う見直しは、3

0年間ほとんど実施されてきていません。 

  また、民間空域と自衛隊訓練空域とは

完全に分離されているものの、自衛隊基

地と訓練空域の間には「回廊」と呼ばれ

る自衛隊航空路が設定されており、民間

航空路を制約しています。 

 

日本の航空管制は、民間空域は国土交

通省、自衛隊空域は自衛隊、米軍空域は

米軍が各々担当しているため極めて複雑

なものとなっています。 

そのため、国土交通省管轄の管制機関

と、米軍の管制機関との間の情報伝達が

煩雑であるばかりか、計器飛行方式で飛

行する民間機と、有視界方式で飛行する

ことの多い自衛隊機・米軍機が狭い空域

に多数混在することから、危険性が指摘

されています。 
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民間・自衛隊・米軍空域が混在している状況を抜本

的に再編し、航空管制も統一する必要があります。 
問

題

点 

＜主な訓練・試験／制限空域（自衛隊、米軍）＞ 
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安全を最優先した空域の再編 

民間航空機の安全運航を確保するため

には、自衛隊の訓練空域縮小や沖合への

移転など、民間機の飛行ルートを最優先

した空域の再編を行う必要があります。 

特に関東地方は、羽田・成田の 2 大民

間空港と米軍の横田・厚木基地、自衛隊

の百里飛行場など空港が混在しており、

世界でも有数の混雑空域となっています。

今後の首都圏空港の整備の効果を最大限

発揮するためには、近隣空域の再編が不

可欠といえます。それに対応すべく、空

域管制から広域管制を目指していくべき

です。航空連合は真の「空域の抜本的再

編」を求めます。 

 

安全を前提とした効率的な 

空域・航空路の再編 

上記の安全の確保を前提とした上で、

羽田の再拡張等による航空交通量の増大

に対応するため、柔軟で効率的な空域運

用・航空路の再編が必要です。実際の交

通量に応じた柔軟な調整による容量拡大

と経路短縮や新技術導入によるスカイハ

イウェイ計画－RNAV（広域航法）、

RVSM（短縮垂直間隔）等の新技術を導

入・展開し、一定高度以上の空域の航空

路見直しについて、RNAV 連絡協議会が

ロードマップを提言するとしていますが、

民間航空機が優先されるよう防衛庁への

積極的な調整が必要です。 

 

管制の一元化 

国土交通省、自衛隊、米軍の三者に分

かれている現行の複雑な管制体制を見直

し、管制システムの高度化を前提に、管

制の国土交通省への一元化を図るべきで

す。 

現在、国土交通省で航空交通管理

（ATM）センターが 2005 年 10 月か

ら運用開始予定とされており、協調的意

思決定の導入に向けての検討が進められ

ています。その早期導入をステップとし

て、最終的な管制の国土交通省への一元

化が必要です。 

ATM センターについては、適切な空域

の設定や空域の容量に応じた交通流量を

コントロールするとしていますが、まず、

運航者の意思が的確に反映されるように

求めるとともに、運用開始後も実際の運

航にマッチした運用となっているかどう

か検証していく必要があります。 

 

横田空域の返還に向けて 

横田基地に関しては、在日米軍再編の

一つとして航空管制業務（横田ラプコン）

が返還されることで、日米両政府が大筋

合意していることが明らかになりました。

また、航空自衛隊航空総隊司令部を東京

都府中市から移転し、日米で共同使用す

ることでも合意し、現在米軍が持ってい

る横田空域の航空管制権は返還され、航

空自衛隊が受け持つこととなります。こ

れに伴い、横田空域の一部を民間機の飛

行ルートに開放することで調整が行われ

ていますが、民間機を優先に、使いやす

いよう空域の削減や一定高度以上の返還

が必要と考えます。現在、羽田空港から

の離陸機は、横田空域を避けた飛行ルー

トを設定していたり、横田空域の上を通

過するために東京湾上空で高度を上げて

おり、横田空域の返還により、羽田空港

周辺の混雑の解消が期待できます。 

 

嘉手納ラプコンの返還 

嘉手納ラプコンの返還に関しては、1

999 年 12 月、航空連合沖縄は連合沖

縄とともに沖縄県知事に要請を行った

ほか、航空連合本部も 2000 年 2 月、

運輸省（当時）に要求しました。その後、

2000 年 3 月に米国国防長官が日本へ

の返還を明言し、航空連合

の要求が実現に向けて大

きく前進しました。 

2004年12月に嘉手納

ラプコンを概ね 3 年後に

返還することを目指し、施

設整備及び関係間訓練に

着手するとしています。返還後は民間機

優先の管制が行われるのかといった点に

関し、今後の進展をさらに注視していく

必要があります。 

 

管制システムの高度化 

管制システムのフェイルセーフ対策に

ついては、「航空交通管制情報処理システ

ムのフェイルセーフのあり方等に関する

技術検討委員会」が航空局内に設置され、

障害が発生した場合のフェイルセーフの

あり方等が検討されていますが、基本的な

考え方として「システムに障害が発生した

場合においても、航空機の運航に影響を与

えない、ひいてはお客様にご迷惑をお掛け

しない」視点を盛り込む必要があります。 

新技術を利用した、次世代航空保安シ

ステムの構築に関しては、将来の交通量

増加に対応できるよう、安全で効率的な

管制・通信機能を確保すべきです。しか

し、MTSAT（運輸多目的衛星）につい

ては、3 号機以降はその効果と費用をあ

らためて十分に精査し、必要でなければ

計画を凍結すべきです。さらには運営面

においても、日本の航空事業者・利用者

に費用負担が偏らない運営がなされるべ

きと考えます。あわせて、コストのかか

らない航空管制システムの研究も必要で

す。 

民間機優先の空域再編と、嘉手納を含め管制の一

元化を行うべきです。 
提

言 
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 [3] 事故調査と安全情報 

再発防止のための事故調査体制は不十分 
 

航空事故は、発生率こそ

他の交通モードと比較して

低いものの、一旦発生して

しまえば多くの人命が奪わ

れてしまう可能性があるこ

とから、航空の安全性を高

めることは社会的にも大変

重要な課題です。 

 

2005 年に航空業界におけるインシデ

ントや管制システムの不具合が連続して

発生し、利用者の航空業界への信頼が薄

らいでいます。改めて安全が最優先課題

であることを再認識し、国と事業者、働

く私たちが一体となって安全文化を形成

することが不可欠です。 

それでも不幸にして事故が発生してし

まった場合には、徹底的にその原因を追

求し、再発防止策をできる限り早く講じ

ることが極めて大切です。 

 

日本では、2001 年 4 月に航空事故調

査委員会設置法が改正され、同年 10 月

より航空・鉄道事故調査委員会に改組さ

れることになりました。同時に、調査対

象が「事故」から「事故の兆候」に広げ

られました。 

 

2005年4月に発生したＪＲ西日本の

脱線事故においても原因究明と再発防止

が利用者にとって重大な関心事となって

おり、航空・鉄道事故調査委員会の重要

性が改めて認識されています。 

 

しかし、日本の航空・鉄道事故調査委

員会は、米国の NTSB（国家運輸安全委

員会）と比較すると、大きく見劣りする

のが実情です。 

 

国際民間航空条約の第13付属書では、

「事故またはインシデント調査の基本目

的は、将来の事故またはインシデントの

防止である。罪や責任を課するのが調査

活動の目的ではない」とされています。 

事故調査の間も、原因が確定しない中で

世界の空を同型の航空機が飛び交ってお

り、一刻も早い対策が求められるからで

す。 

そのためにも、事故調査委員会の独立

性や体制・権限強化が必須です。 

 

また、航空安全に関連する情報公開に

ついては、国土交通省がホームページに

各社の運航状況（定時出発率、イレギュ

ラー運航の件数など）や重大インシデン

トに関する情報も開示されるようになり

ました。 

事業者も運航情報を各社のホームペー

ジで公表しており、情報公開は進みつつ

あります。 

 

一方、昨今のインシデントの続発もあ

り、航空安全に対する社会的な関心も高

まってきており、安全に関する情報の収

集・開示・活用を十分に行う必要があり

ます。 
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事故調査機関の独立性を確保し、体制と権限を強

化すべきです。安全情報の共有による業界全体の安

全文化の構築も重要です。 

問

題

点 

＜米国と日本の事故調査機関の比較＞ 

 NTSB（国家運輸安全委員会） 

［米国］ 

航空・鉄道事故調査委員会 

［日本］ 

組織形態 大統領直属 国土交通省の一機関 

調査対象 航空を中心に、鉄道、船舶、高速

道路、パイプラインなど 

航空、鉄道のみ 

人  員 委員 5 名 ＋ 職員 約 400 名 委員 10 名 ＋ 職員 41 名 

予  算 2001 年度： 6,500 万ドル 

2002 年度： 7,200 万ドル 

（事故発生時 ＋200 万ドル） 

2001 年度： 9,621 万円 

2002 年度： 9,719 万円 

2003 年度： 9,905 万円 

 

2001 年 3 月、衆議院国土交通委員会に航空連合の清水事務局長（当時）が参考人として呼ばれ、航

空事故調査について意見陳述を行いました。 

航空・鉄道事故調査委員会設置法自体に航空連合の主張を反映させることはできませんでしたが、附

帯決議に次の点が盛り込まれました。 

・ 事故調査委員会と捜査機関は国際民間航空条約の趣旨を尊重し、事故調査と犯罪捜査がそれぞれ適

確に遂行されるよう十分協力すること。 

・ 事故調査委員会の組織のあり方は、体制・機能強化や陸・海・空にわたる業務範囲の拡大などの必

要性を検証の上、諸外国の例を参考に今後の課題として検討を行うこと。 

＜衆議院国土交通委員会での附帯決議＞ 
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事故調査機関の独立性確保 

国際民間航空条約の第13付属書では、

「航空事故調査当局は、調査の実施に関

し、独立性を有し、かつ、制限されない

権限を有しなければならない」と規定さ

れています。 

これを満たすためには、事故調査委員

会を国土交通省から切り離し、内閣に直

結させることで、独立性を確保する必要

があります。 

具体的には、公正取引委員会のように

国家行政組織法第 3 条に基づく機関とし

て設置すべきです。 

 

事故調査機関の機能および 

体制の強化 

事故調査委員会については、人員・予

算面で十分な手当てが必要です。また、

現在の事故調査委員会の体制では、日進

月歩の技術革新に対応することはできま

せん。 

したがって、事故調査機関に調査研究

のための専門スタッフを配置し、メー

カーや事業者と日常的に情報交換や技術

交流を行いながら、専門知識と技量を蓄

積することが不可欠です。 

また、事故発生時には実機の運航ノウ

ハウを持つ当該航空会社や、設計ノウハ

ウを持つ当該メーカーを含めた調査体制

を組むべきです。 

 

事故調査機関の権限強化 

事故発生の際に特に問題となるのが、

事故調査と犯罪捜査の競合です。犯罪捜

査は事故調査と目的を異にし、強制力に

裏付けられていることから、事故調査に

重大な影響を与える可能性があります。 

再発防止のためには、事故調査を第一

義的に考えるべきです。 

犯罪捜査が事故調査に優先する現状を

改め、事故調査機関に強い権限を与えて、

事故調査を犯罪捜査に優先させる枠組み

をつくる必要があります。 

 

事故調査報告書の使用制限 

事故調査報告書を刑事裁判における証

拠として使用すべきではありません。 

事故調査委員会による事故調査は刑事

捜査とは性格が異なり、事故調査報告書

には再発防止の観点から可能性のあるこ

とが網羅的に記述されており、刑事責任

を課す為に必要な厳格性は要求されてい

ません。また、国際民間航空条約上も裁

判証拠としての使用には厳しい制限が課

せられています。 

事故調査の唯一の目的は再発防止とす

べきであり、刑事罰を与えるためのもの

ではないことを、国民的レベルでの理解

を図る必要があります。 

 

 

安全情報の開示 

航空産業を健全に発展

させるためにも、利用者へ

の安全情報の開示が必要

であり、国や事業者は積極

的に取り組んでいますが、

更なる充実が求められま

す。 

特に重大インシデントなどに関しては、

事象発生後、内容やその後の対策、機材・

運航の安全性について、国土交通省や事

業者は積極的に情報を開示し、利用者の

信頼を得る必要があります。 

 

安全情報の活用 

国土交通省、事業者、メーカーは安全

に関する情報を共有化し、各々がそれを

活用して、再発防止に努めなければなり

ません。 

特に、国土交通省への報告義務のある

事象のみならず、できるだけ多くの情報

を業界内でお互いに提供し合うしくみを

構築すべきです。 

また、行政も、技術研究や安全監視体

制の質的向上、機能強化を図る必要があ

ります。 

 

安全情報の収集・分析の 

強化にあたって 

事故調査報告書のみならず、事故を防

止するという観点からも、現場における

ヒヤリハット事例を集約し、業界全体で

情報として共有することが求められます。

しかしながら、情報提供により処罰され

るなどの不安があれば、現場からの情報

収集も困難になります。再発防止を重視

し、情報提供者を不利益に扱わないルー

ルが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業界全体をあげて安全文化を構築するべき 提

言 
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 [4] 航空機整備 

日本の諸制度は、国際標準に見合っていない 
 

1998 年 5 月、航空審議

会は「民間事業者の能力の

向上を踏まえ、国の認証業

務の効率化及び受験者の利

便の向上を図るため、従来

国が個別的に直接行ってい

る検査又は試験業務等につ

いては、可能な限り認定事

業場、指定航空従事者養成施設等の民間

事業者が実施する方向に移行し、国はこ

うした民間事業者の能力を認証する方式

を一層活用すべきである」とする答申書

を、運輸大臣（当時）に提出しました。 

 

この答申に基づいて1999年に航空法

の改正が行われ、認定事業場、指定航空

従事者養成施設についての基準が見直さ

れました。既に実施されていた、1996

年の航空機検査制度全般に関わる改正や、

1999 年の整備士制度の改正に加え、民

間事業者の能力向上に合わせた制度の見

直しは進んできており、国は航空機の安

全性について直接的に保証するのではな

く、事業者の能力を審査・認定すること

で事業者が航空機の安全性を保証する体

制になってきています。 

 

しかし、課題は残されています。 

米国では行政から認定された事業者、

または権限の委譲を受けた個人が耐空性

についての技術評価を行い、承認できる

システムがあり、民間・行政ともにそれ

ぞれの役割分担の中で効率的に航空機の

安全を確保していますが、日本では耐空

性に影響を与える修理方法は国の承認を

得なければならず、民間の技術力が十分

に活用されているとは言えません。 

 

諸外国との整備関連制度の「ハーモナ

イズ（相互認証）」も重要です。 

現在、日本の航空各社は、諸外国の航

空機整備を受託していますが、整備士に

ついては、日本の航空局が認めた同型式

航空機の整備士資格を取得していても、

相手国の求める教育、訓練、試験を重複

して実施せざるを得ない状況にあります。 

 

機体整備では、日本の整備改造認定事

業場であっても、改めて相手国の認定事

業場として認められなければなりません。 

部品修理では、相手国の修理事業者に

よる保証書が添付されていても、重要装

備品については日本で再び予備品証明を

取得しなければ使用できません。 

このように、同等資格あるいは能力が

あるにもかかわらず、重複した資格認定

や承認手続きが必要とされています。 

 

これまで、航空機の耐空性にかかわる

証明の相互承認を行うため、政府間で耐

空 性 互 認 協 定 （ BAA ： Bilateral 

Airworthiness Agreement）が締結さ

れてきました。これに対し近年、航空機

の共同開発や製造、国際的な運航・整備

の受委託の進展を背景に、耐空性互認協

定に代え、相互承認の対象を運航、整備

施設、乗員ライセンスなど航空安全に関

する各分野に広げる航空安全協定

（BASA：Bilateral Aviation Safety 

Agreement）を締結する方向性が、欧米

諸国で示されています。 

 

Part Ⅱ 航空安全政策 

民間事業者の能力を有効活用すべきです。諸外国と

調和を図ることも必要です。 
問

題

点 
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民間事業者の能力活用 

日本においても、一定の能力を有する

事業者や技術者に対し、行政権限を委任

できるしくみ（FAA の DER※１など）

を導入し、民間の能力の活用を積極的に

推進すべきです。これにより事業者、行

政の双方が効率的かつ自律的に業務を遂

行できるようになるとともに、民間の活

力、自主性、責任能力の向上に繋がるも

のと考えます。 

 

 

 

 

 

 

国の役割の見直し 

国際レベルで日本が諸外国と対等に伍

していくためには、国としての能力の向

上や態勢の充実が一層求められます。今

後の外国との相互認証や国産旅客機の開

発も見据え、国は航空機や装備品の設計

審査、民間事業者の整備などの実施態勢

検査、安全に関する指導・監督、航空の

安全確保にかかわる調査・研究やそれに

基づく制度の見直しなど、国にしかでき

ない業務に特化して、その能力を更に向

上すべきです。 

 

 

 

 

諸外国との 

ハーモナイズ 

航空機や装備品は輸出

入が頻繁に行われている

ことや、各国エアラインの

国際化による海外整備委

託の増加などにより、安全

を確保しつつ国及び事業者の業務の効率

化を図るためには、航空安全に関する外

国との相互協力は重要になっています。

検査、修理や改造、整備資格などのハー

モナイズ（相互認証）を図るための調査

研究を進め、日本の制度の見直しと外国

とのBASA締結を積極的に行うべきです。

またその際、ヨーロッパの EASA（※２）

の動向に注視し、我が国も遅れを取らな

いような取組みが求められます。 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料＞ 

 

 

行政は、国際的な動向を踏まえ、効率的に安全を確

保する。 
提

言 

※１ DER（Designated Engineering Representative） 

 

航空機の修理や改造に対する国の検査・承認行為を民間の専門家（個人）に委任する FAA の

制度。大修理や大改造に対する耐空性確認・承認や、TC（型式証明）、STC（追加型式証明）

などに関わるデザインデータの承認を行う。 

※２ EASA（European Aviation Safety Agency） 

 

欧州連合（EU）の民間航空安全を司る機関。2002 年に JAA（Joint Aviation Authorities）

から EASA への移行が決定されている。これまで欧州各国は JAA のレギュレーションに基づ

き自国の航空法を改正してきたが、EU は世界レベルの高い航空安全を確立させるため、EASA

により加盟国共通の基準を作り、法的な拘束力をもたせようとしている。 

これにより、EU 域内では航空機の安全性に関わる証明は統一される。 
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 [5] 機内迷惑行為 

法制化は実現したが、周知は不十分 
 

航空機内は、密閉された

特殊な空間です。 

何か事件が発生したとし

てもすぐに着陸できるわけ

ではありませんし、警察を

呼ぶこともできません。ま

た、機内には船舶のように

迷惑旅客を隔離できるス

ペースがありませんので、迷惑旅客とい

えども一般の座席に着席させざるを得ま

せん。つまり、迷惑行為からの逃げ場が

ないのです。 

また、航空機は限られた数の乗務員に

よって運航されています。客室乗務員は

保安要員としても重要な役割を果たして

いることから、特に乗務員に対する暴力

行為は航空機の安全運航に大きな影響を

与えかねない大変危険な行為です。 

 

近年、世界的にも日本国内でも機内迷

惑行為が急増していることから、航空連

合は 1999 年 10 月の結成以来、これら

の行為の発生を抑止するため、罰則を

伴った法制化に取り組んできました。 

 

2000年5月の第1回政策実現総行動

で、民主党政策調査会長と国土交通省航

空局長に対し、法制化を直接要請しまし

た。 

これを受けて民主党は、2001 年 5 月

に議員立法による法案提出を決定し、11

月、「機内迷惑行為防止法案」を国会に

提出しました。しかし、与党の反対によ

り審議に入れず、3 度にわたって継続審

議となりました。 

 

一方、航空局は 2001 年 12 月、航空

局・事業者・航空連合で構成される「機

内迷惑行為防止検討委員会」を設置し、

2002年10月までに5回開催しました。

委員会発足当初は法制化に否定的だった

航空局は、航空連合の発言をはじめとす

る委員会での議論や 2002年 5～6月に

実施した利用者アンケートの結果などに

より、最終的には立法化を念頭に置いた

具体的作業に着手するというスタンスに

変わりました。 

 

2003 年 3 月、国土交通省は機内迷惑

行為防止法案（航空法改正案）を国会に

提出し、5 月に衆議院で民主党案ととも

に審議が始まりました。審議の中で、民

主党案の趣旨を踏まえて政府案が修正さ

れたことから民主党は法案を取り下げ、

修正後の政府案が衆議院で全会一致で可

決されました。 

7 月には参議院でも全会一致で可決さ

れ、機内迷惑行為防止法案（航空法改正

案）が成立し、2004 年 1 月 15 日に施

行されました。 

 

航空連合は、この間、政党（民主党を

中心に自民党、公明党にも）、行政、業

界（定期航空協会）に対し法制化を繰り

返し要請すると同時に、マスコミに対し

ても投稿、記者会見などを通じ法制化の

必要性を訴えてきました。 

 

 

 

 

 

 

また、航空連合は、政策シンポジウム、

安全シンポジウムを通じて組合員への浸

透を図るとともに、航空連合加盟の客室

乗務員へのアンケート調査（2001 年 4

月）、連合メーデー会場でのビラ配布

（2002 年 5 月）、全国紙への意見広告

掲載（2002 年 6 月）といった活動を積

極的に展開してきました。 

 

こうした 3 年半にわたる航空連合の取

り組みが、ようやく実を結びました。 

 

航空連合では、機内迷惑行為防止法を

より実効性があるものとするため、

2004年7月客室乗務員に対しサンプリ

ング調査を行い、法施行後半年の状況を

点検しました。その中では、「旅客が機

内迷惑行為防止法のことを知っていれば、

ある程度の抑止効果が期待できるが、周

知不足のため十分な効果が得られていな

い」という傾向がでており、法の趣旨か

らすると機内迷惑行為の発生を抑止する

ことが最も重要であり、今後行政や業界

が協力して周知を図っていく必要があり

ます。 

 

 

Part Ⅱ 航空安全政策 

機内迷惑行為防止法が成立しました。行為の発生を

抑止するためには、利用者への周知徹底が不可欠で

す。 

問

題

点 

＜機内迷惑行為防止検討委員会 利用者アンケート結果 ［抜粋］＞ 

（2002 年 5～6 月） 

 10 人中 4 人が、機内迷惑行為への遭遇経験を持っている 

 10 人中 6～7 人が、機内迷惑行為において「特別な立法が必要」と回答 

 このうち、4 人に 3 人が「罰則の新設・加重が必要」と回答 

※ 利用者を対象に調査し、3,468 人から回答を得ました（回収率 60％） 

＜航空連合 客室乗務員サンプリング調査結果［抜粋］＞（2004 年 7 月） 

 法の施行により、ある程度機内迷惑行為の抑止につながっている・・・・・・87％ 

 安全阻害行為などが罰則対象であることが、旅客にあまり浸透していない・・46％ 

 「禁止命令対象行為」の数は現状で十分である・・・・・・・・・・・・・・52％ 

 事例発生時の対処に改善の余地がある・・・・・・・・・・・・・・・・・・44％ 

※ 法施行半年後、客室乗務員を対象に調査し、 

1,026 人から回答を得ました（対組織人数：約 10％） 
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利用者への周知徹底 

法制化の目的は、機内迷惑行為の発生

を抑止することにあります。 

客室乗務員からは、法制化による抑止効

果は見られるものの、周知が不足してお

り十分な効力を発揮していないとの声が

多くあげられています。 

特に、化粧室での喫煙、禁止されてい

る電子機器の使用の件数は多くなってい

ます。 

機内迷惑行為が新たに法で禁じられ、

しかも上記の①～⑧の行為を機長の命令

に反して反復・継続した者には最高 50

万円の罰金が科せられるようになったこ

とを、業界が中心となって、あらゆる機

会を捉え、さまざまなメディアを通じて

利用者への周知徹底を図ることが必要で

す。 

また、発生頻度の高い安全阻害行為に

ついては、ポイントを絞った対策を打つ

必要があります。 

 

行為発生時の態勢整備 

機内迷惑行為が発生した場合の法の基

準や乗務員の権限、法を実際に適用する

ための対処フローが定められました。 

 

しかし、実際に運用する

ためには客室乗務員が自

信を持って対処できるよ

う、適切な教育・訓練が必

要です。 

また、運用している中で

問題点が発生した場合、現

場の声をしっかりと反映して都度改善す

ることが必要です。 

事業者には、新たな法に基づいた、迷

惑旅客に対する一層毅然とした対応が求

められます。 

 

国土交通省令の見直し 

今回の法改正の時点では、航空連合が

求めてきた迷惑行為のうち、トイレ以外

での喫煙、旅客同士のセクハラ行為に関

しては罰金の対象となりませんでした。 

しかし法の施行後、これらの事象も相

当数発生し、機内でぼや騒ぎまで起こっ

ている状況から、対応策について検討す

る必要があります。 

国会での附帯決議にもあるように、実

態に即して、3 年後の航空法見直しにと

らわれず、国土交通省令をタイムリーに

改めるよう、航空局に求めていかなけれ

ばなりません。 

 

技術の進歩への対応 

ＩＴ機器や医療機器など進歩する電子

機器に対して、利用者の利便性の向上の

観点で研究を進めていくことも必要です。 

 

 

「機内迷惑行為防止法」の周知徹底を図り、発生を

抑止する。 
提

言 

＜法制化（航空法改正）の骨子＞ 

 

（1）航空機内にある者は、安全阻害行為等（機内迷惑行為）をしてはなら

ない旨を定める。 

（2）機長は、国土交通省令で定める安全阻害行為等【下記】をした者に対

し、当該行為を反復・継続してはならない旨の命令をすることができる。

命令に違反した者は、50 万円以下の罰金に処する。 

（3）施行後 3 年を経過した場合、（2）の規定の施行状況を勘案し、必要

がある時は検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

 

【罰金の対象となる安全阻害行為等（国土交通省令）】 

① 乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為 

② トイレにおいて喫煙する行為 

③ 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為（セク

ハラ、暴言・威嚇など）であって、当該航空機の安全の保持、当該航空

機内にあるその者以外の者もしくは財産の保護または当該航空機内の

秩序もしくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのある行為 

④ 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電

子機器を正当な理由なく作動させる行為 

⑤ 離着陸時その他機長がシートベルトの装着を指示した場合において、

シートベルトを正当な理由なく装着しない行為 

⑥ 離着陸時において、座席のリクライニング、テーブルまたはフットレス

トを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為 

⑦ 手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれのある場

所に正当な理由なく置く行為 

⑧ 非常用の装置または器具（救命胴衣、煙感知機など）を正当な理由なく

操作し、もしくは移動させ、またはその機能を損なう行為 

＜国会での附帯決議 ［抜粋］＞ 

 

（1）航空法および国土交通省令を、社会情勢の変化に応じて適切に見直すよ

う努めること。その際、航空機内のすべての場所においての喫煙および

他の旅客へのセクシュアル・ハラスメントなどの航空機内の秩序を著し

く乱す行為に対する罰則の適用を含めて検討を加えること。 

（2）機内安全阻害行為等に対する罰則については、法律の施行までに広く一

般に周知徹底を図り、啓発に努めること。 

（3）機長や乗務員の権限の濫用を避ける観点から、ガイドラインを作成する

等の必要な措置を講じること。 
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 [6] 手荷物と貨物 

特に機内持ち込み手荷物の制限の徹底は不十分 
 

航空機内に大きな手荷物

を持ち込むことは、快適性

のみならず、安全上大きな

問題があります。 

前の座席の下にもスト

ウェッジ（座席上の共用収

納棚）にも入りきらないよ

うな大きな手荷物を機内へ

持ち込み、通路や空いた座席の上にその

手荷物を置けば、緊急時の脱出の妨げに

なります。また、タービュランス（乱気

流）などで急に機体が揺れた時には大き

な荷物が機内を飛び交い、当たってし

まった旅客や乗務員が負傷する可能性が

あります。 

 

こうしたことから、2004 年 1 月 15

日施行の機内迷惑行為防止法（改正航空

法）では、手荷物を通路その他非常時の

脱出の妨げとなるおそれのある場所に放

置する行為に対し、「安全阻害行為」と

して 50 万円以下の罰金が科されること

になりました。 

 

航空各社では機内持ち込み手荷物のサ

イズや重さを運送約款で制限し、時刻表

などで周知していますが、徹底されてい

ないのが実状です。 

しかし、機内持ち込み手荷物問題は、

安全にかかわる大きな問題です。業界・

事業者は、安全を最優先に、徹底して取

り組む必要があります。 

 

一方、鉄砲刀剣類、ナイフ、ハサミ、

工具類など機内に持ち込むことのできな

い「制限品」や、爆発物や花火など機内

に持ち込むことも預けることもできない

「危険物」、さらには、成分不明な手荷

物なども発生することがあり、安全に直

結するだけに徹底した対策が必要です。 

 

航空機に搭載される貨物の安全性も、

同様に重要です。 

ICAO（国際民間航空機関）では 2 年

に 1 度、「危険物の航空輸送に関する技

術指針」を審議しています。国土交通省

は、その内容について全日本航空事業連

合会の航空危険品委員会に諮問し、審議

と検証を経て、日本政府としての対応方

針を策定しています。 

 

航空貨物輸送において、航空会社は荷

主の申告に頼らざるを得ない立場にあり、

無申告危険物による事故を払拭し安全を

確保するためには、荷主による正しい梱

包、正しい手続きが行われることが最も

重要なポイントになります。 

しかしながら、荷主は国土交通省の監

督対象範囲外であり、危険物や安全に関

する情報の周知や教育などの対応が十分

に図られていないため、航空輸送の安全

を大きく脅かす無申告危険物の混入が後

を絶ちません。 

 

また、国際ビジネスの拡大と共に、最

近は郵便においても無申告危険物の混入

が発生しています。 

 

世界最大の貨物取扱能力を誇る香港を

はじめ、米国においても、政府が既存の

省庁を横断する専門機関を有し、専門家

による 24 時間体制の危険物に関する無

料電話相談窓口が設置されています。 

これに対し、日本では民間による会員

制の「危険品貨物情報室」（社団法人 日

本化学工業協会の関連組織）が、平日の 9

時から 17 時まで対応しているに過ぎま

せん。 

 

また、国土交通省についても、人事ロー

テーションの中で担当者が定期的に異動

してしまうため専門家の育成が難しく、

予算措置を含めて民間に負っている部分

が大きいなど、対策は不十分です。 

 

米国では、ICAO の規則が米国内法規

にも反映されている部分があり、日本に

おいても、無申告危険物の撲滅に向けた

取り組みを強化する必要があります。 

 

Part Ⅱ 航空安全政策 

航空事業者は、安全を最優先に、徹底して対策をと

る必要があります。危険物行政の改善も求められま

す。 

問

題

点 
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業界・事業者としての 

手荷物対策 

まずは各事業者が、機内持ち込み手荷

物問題を安全面から全社的な課題と捉え、

客室部門、空港部門、営業部門が同じ認

識に立ち、一致協力して、利用者にルー

ルを遵守してもらうための方策を実行す

べきです。 

また、機内に、少なくとも規定内の持

ち込み手荷物を収納できるだけのスペー

スを確保することも必要です。 

香港の空港においては、空港公団およ

び航空各社が協調して、ルールを逸脱し

ない厳しいチェックが行われています。

日本においても、利用者への周知徹底な

ど各社が共通に取り組むべきテーマに関

しては、業界団体や各空港の航空会社の

協議体において、協調した取り組みを行

う必要があります。 

 

空港での手荷物取り扱い 

具体的な対策として最も効果的なのは、

空港の機内持ち込み手荷物検査場での

チェックです。規定されたサイズや重さ

を明らかに超える手荷物を例外なくス

トップし、受託するというものです。香

港をはじめ、米国の一部やマニラの空港

においてもこの方式が採用されており、

大きな効果を上げています。 

また、搭乗待合室で、規定を超える手

荷物を持っている旅客に声をかけ、受託

することも効果的です。 

あわせて、空港施設を新設、改修する

際には、ターンテーブルを増設するなど、

到着後、預けた手荷物をより早く返却で

きるようにすることも必要です。 

 

利用者への周知 

利用者に対し、「なぜ大きな手荷物を

機内に持ち込んではいけないのか」「何

が制限品や危険物にあたるのか」など、

可能な限り根拠を含めて周知していくこ

とが重要です。 

機内にあるストウェッジの実物大の模

型や写真をチェックインカウンターに置

くことや、旅行会社を通じて利用者にア

ピールすることも効果があると考えます。 

 

行政としての危険物対策 

貨物輸送については、安全確保とス

ピーディーなサービス提供という 2 つの

ニーズを充足すべく、危険物行政の改善

が求められます。 

具体的には、行政として航空のみなら

ず輸送全般の安全を確保するための体制

を強化すべきです。 

新しい化学品が次々と誕生し、危険物

が多様化している中、国際・国内輸送に

おける陸・海・空のそれぞ

れのモードについて、化学

技術や輸送、容器など取り

扱いに関する 24時間体制

の専門機関を設置し、安全

輸送のための基準策定や

検証、知識の蓄積が継続的

にできる専門機関の設置が必要です。 

専門機関には、航空会社やフォワー

ダー（貨物代理店）、さらにはエンドユー

ザーである荷主も含めた的確な危険物情

報の提供、資格制度に基づく正式な危険

物教育の実施が期待されます。 

また、無申告危険物対策として、国内

法で危険物の荷主責任を明文化するとと

もに、荷主・梱包業者・代理店への危険

物教育を義務化すべきです。 

さらに、違反者への罰則を強化し、抑

止力を高めることも必要です。 

 

業界としての危険物対策 

業界としても、各専門分野の人材を専

門機関に派遣し、安全輸送体制の構築に

貢献するとともに、情報の共有化と社内

外に対する周知徹底を強化する必要があ

ります。 

加えて、ICAO が定める「危険物輸送

に関する技術的な指針」の策定に対し、

組織的対応の強化により、発言力を高め

ていくことも重要です。 

 

 

事業者と行政は、「安全」を最優先に徹底した対策を

講じる必要があります。 
提

言 
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